
る
こ
と
で
、
燃
や
せ
る
ご
み
や
埋

め
立
て
る
ご
み
を
減
ら
す
た
め
の

も
の
で
す
。

分
別
の
必
要
性
を
ご
理
解
い
た

だ
き
、
今
ま
で
以
上
の
ご
理
解
と

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。
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市
で
は
、
皆
さ
ん
に
ル
ー
ル
を
守

っ
て
ご
み
を
出
し
て
も
ら
う
た
め
、

『
ご
み
の
分
け
方
・
出
し
方
の
パ
ン
フ

レ
ッ
ト
』
や

『
ご
み
の
分
け

方
・
出
し
方
／

ワ
ン
ポ
イ
ン
ト

ブ
ッ
ク
』（
下
の

写
真
）
を
配
布

し
、
分
別
へ
の

ご
理
解
・
ご
協

力
を
お
願
い
し

て
い
ま
す
。

ま
た
、
ル
ー
ル
を
守
っ
て
い
な
い
、

間
違
っ
た
ご
み
の
分
け
方
や
出
し
方

を
し
て
い
る
人
の
ご
み
袋
な
ど
に
『
ご

み
の
分
別
連
絡
シ
ー
ル（
上
の
写
真
）』

を
貼
り
、
収
集
せ
ず
に
積
み
残
さ
せ

て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

こ
の
連
絡
シ
ー
ル
を
貼
り
、
積
み

残
し
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
も
の
に

つ
い
て
は
、『
ご
み
の
分
け
方
・
出
し

方
』
等
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
で
内
容
を
確

認
し
、
正
し
い
ご
み
の
分
け
方
・
出

し
方
に
よ
り
次
の
収
集
日
に
出
し
て

い
た
だ
く
か
、
急
ぐ
よ
う
で
あ
れ
ば

ご
み
の
処
理
施
設
（
長
岡
清
掃
セ
ン
タ

ー
・
韮
山
リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ザ
・
大
仁

清
掃
セ
ン
タ
ー
）
へ
直
接
搬
入
を
し
て

く
だ
さ
い
。

ご
み
の
分
別
は
、
リ
サ
イ
ク
ル
可

能
な
も
の
を
資
源
と
し
て
再
利
用
す

問合せ
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ここののごごみみ袋袋はは収収集集ででききまませせんん

＊
袋
の
中
身
が
確
認
で
き
な

い
出
し
方
に
つ
い
て
も
収
集

で
き
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く

だ
さ
い
。

・
指
定
袋
の
中
に
袋
で
覆

う
二
重
袋
で
の
出
し
方

・
指
定
袋
の
中
身
全
体
を

新
聞
紙
で
覆
っ
て
の
出

し
方
な
ど

問
合
せ
　
ク
リ
ー
ン
課

電
話
０
５
５（
９
４
９
）６
８
０
５

『『土砂災害警戒情報土砂災害警戒情報』』
で早めの避難を！

～県と気象台が発表する新しい防災情報～

県と静岡地方気象台は、『土砂災害警戒情報』の

発表を６月１５日（金）からスタートします。

この情報は、大雨により土砂災害が起こる危険性

が高くなったときに、早めの避難を促し、土砂災害

による人的被害を防ぐための情報です。

この情報を受け、市町から避難勧告などが出され

る場合もあります。日ごろから、土砂災害危険箇所、

避難地、避難路などを確認しておきましょう。

土砂災害警戒情報は市や町単
位で発表され、テレビやラジオ
を通じて伝えられるとともに、
気象庁のホームページでみるこ
とができます。

◆テレビやラジオで伝えられます

気象庁ホームページアドレス
http://www.jma.go.jp/jma/index.html

発表例

「○○市（町）で土砂災害警戒情報が発表さ

れました。土砂災害危険箇所やその周辺で

は、厳重に警戒してください。…」

◆危ない場所を調べておきましょう
県ホームページで公開されている

土砂災害危険箇所マップを見たり、
家の周りの危険箇所
をチェックしたりし

て、土砂災害が起こるおそれのある
箇所を普段から調べておきましょう。

静岡県の土砂災害情報ホームページアドレス
http://sabougis.pref.shizuoka.jp/

農
薬
を
散
布
す
る
人
は

・
手
袋
・
マ
ス
ク
な
ど
を
着
用
し
、
健
康
状
態
、
天

候
が
悪
い
と
き
は
散
布
を
控
え
る
。

・
使
用
前
に
は
、
必
ず
ラ
ベ
ル
（
適
用
作
物
・
使
用

時
期
・
使
用
方
法
等
）を
確
認
す
る
。

・
農
薬
使
用
履
歴
を
必
ず
記
帳
す
る
。

・
使
用
後
は
タ
ン
ク
や
ホ
ー
ス
な
ど
の
器
具
を
き
れ

い
に
洗
っ
て
お
く
。

・
農
薬
が
直
接
水
路
、
川
に
流
れ
な
い
よ
う
に
す
る
。

農
薬
飛
散
を
防
止
す
る
た
め
に

・
必
要
最
小
限
の
量
と
区
域
で
散
布
す
る
。

・
風
の
弱
い
と
き
、
風
向
き
に
注
意
し
て
散
布
す
る
。

・
周
辺
の
農
業
者
に
も
配
慮
し
た
散
布
を
し
、
事
前
に

日
時
・
使
用
農
薬
等
を
立
て
看
板
等
で
周
知
す
る
。

・
水
田
で
使
用
す
る
と
き
は
一
週
間
程
度
止
水
す
る
。

住
宅
地
周
辺
で
農
薬
を
使
用
す
る
と
き
は

・
ま
ず
は
農
薬
を
使
用
し
な
い
方
法
（
せ
ん
定
等
）

を
検
討
し
、
や
む
を
得
ず
使
用
す
る
と
き
も
散
布

以
外
の
方
法（
誘
殺
・
塗
布
等
）を
心
が
け
る
。

農
薬
の
保
管
、
空
容
器
の
処
理

・
農
薬
は
必
ず
鍵
の
か
か
る
と
こ
ろ
に
保
管
す
る
。

・
農
薬
の
空
容
器
は
適
正
に
処
理
す
る
（
詳
し
く
は

農
協
や
農
薬
販
売
店
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
）。

六
月
か
ら
は
農
薬
の
使
用
が
増
え
る
時
期

で
す
。
農
薬
の
ラ
ベ
ル
を
よ
く
確
認
し
、
適

正
な
使
用
・
散
布
を
す
る
こ
と
で
、
安
全
・
安

心
な
作
物
の
生
産
、
そ
し
て
農
薬
使
用
者
自

身
と
周
辺
環
境
の
安
全
を
確
保
し
ま
し
ょ
う
。

農
薬
危
害

防
止
運
動
６月１日（金）
～３０日（土）

問合せ　農業振興課　
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守ろう
みんなの安全

各庁舎市民サービス課でも配布中


